
定期監査の結果に関する報告について

地方自治法第１９９条第４項の規定により定期監査を実施したので、

規定により、その結果に関する報告を別紙のとおり公表する。

同条第９項の
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１監査の範囲

平成２２年４月１日から平成２２年９月３０日までに執行された

財務に関する事務の執行等

２監査の対象

経営企画部、総務部、健康福祉部、消防本部の各課及び出先機関

会計課

議会事務局

選挙管理委員会事務局

監査委員事務局

農業委員会事務局
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３監査の実施期間

平成２２年１０月１２日から平成２２年１１月２４日

４監査の方法

監査にあたっては、主に予算の執行及び財産の管理状況について、事前提出を求

めた資料及び提示のあった関係書類を審査し、質問事項により関係職員から事情を

聴取した。
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５監査の結果

<全体的検討事項＞

１補助金について、本年度に策定された「補助金交付に関する

基準」により、平成２３年度の補助金交付に向け、補助の公益

性・必要性や効果等の検証が行われているところであるが、各

所属においてはこの基準の策定趣旨を十分踏まえた上で、現状

の分析に努め、より一層の適正化・合理化を図るとともに、補

助金交付先団体が自主運営できる体制づくりについても積極的

に支援されたい。

<個別検討事項＞

経営企画部

財政課

１基金については、その設置目的に照らし統廃合を含めた中で検

証が進められているが、社会`情勢の変化を鑑み、弾力的運用や事

業実施に合わせた計画的な積立・活用など、効率的・効果的な管

理・運用の在り方について引き続き検討されたい。

２市債については、財政負担の平準化や世代間の公平の確保、将

来世代への負担などを考慮して管理されており、財政指標は概ね

良好であるが、歳入であると同時に負債であることから、今後も

引き続き市債残高の推移に注意し、計画的な活用を図られたし､。

総務部

行革推進課

１行財政改革推進計画の成果公表において行革効果額として、実

施事業項目の削減額のみが計上されているが、本来は削減された

項目に替わり、新たな項目が発生し費用が生じる実施項目もある

ので、純減額を併記するなど、市民に分かり易い内容となるよう

工夫されたい。

２行財政改革推進計画の取組実績については、上半期・下半期の

年２回取りまとめられているが、効率的な行財政改革推進のため

にも直前の実績が次半期に適時反映されるような進行管理の在り

方を検討するとともに、行革推進課の積極的な担当課に対する指

導に努められたい。
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